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７
月
中
に
各
世
帯
主
宛
て
に「
資

格
確
認
書
」ま
た
は「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」を
送
付
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
と「
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
」を
お
持
ち
の
人
は
、現
在

お
持
ち
の「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。た
だ
し
、次
の

人
に
は
新
し
い「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」を
送
付
し
ま
す
。

●
70
～
74
歳
の
人

●
有
効
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い
る
人

●
負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
人

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

に
は
、「
資
格
確
認
書(

紫
色)

」を
お

送
り
し
ま
す
。

　
現
在
の
資
格
確
認
書（
青
色
）は
、

８
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。保
険
室
へ
返
却
す
る
か
、破
棄
し

て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
資
格
確
認
書・資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
が
届
い
た
ら

　
記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、ま

た
70
～
74
歳
ま
で
の
人
は
、負
担
割

合
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、退
職
や
就
職
、転
入・
転
出

な
ど
に
よ
る
国
保
の
加
入
や
離
脱
に

は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。異
動
が

あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
社
会
保
険
加
入
に
よ
る
国
保
離
脱

は
、左
記
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
か

ら
申
請
で
き
ま
す
。

▼
申
請・問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26・２
２
４
９（
直
通
）

資
格
確
認
書・資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

まちの鳥

まちの木

国
の
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
活
用
事
業

よ
し
お
か
生
活
応
援
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券 

販
売
中

購
入
引
換
券（
は
が
き
）記
載
の
世

帯
員
に
よ
る
購
入
の
場
合

●
購
入
引
換
券（
３
月
下
旬
に
世
帯

主
宛
に
発
送
済
）

●
現
金（
紙
幣
）

●
全
購
入
者
の
身
分
証
明
書（
写
し

可
。顔
写
真
な
し
の
場
合
は
２
種

類
必
要
で
す
。）

代
理
人
に
よ
る
購
入（
購
入
引
換
券

に
記
載
の
な
い
人
）の
場
合

追
加
で
左
記
も
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

●
全
委
任
者
が
記
載
済
み
の
委
任
状

●
代
理
人
の
身
分
証
明
書

※
委
任
状
は
事
前
に
産
業
観
光
課
窓

口
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
受

領
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
町
内
事
業
所
様
へ

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
観
光
課 

産
業
振
興
室

☎
26・２
２
８
０

　
１
冊
５
，０
０
０
円
で
の
購
入
で

１
万
円
分
の
利
用
が
で
き
る
プ
レ
ミ

ア
ム
率
１
０
０
％
の
商
品
券
を
販
売

し
て
い
ま
す
。

　
本
事
業
は
１
人
１
冊
を
上
限
に
販

売
中
で
す
が
、今
後
の
販
売
状
況
に

よ
っ
て
は
販
売
期
間
終
了（
９
月
末
）

の
前
に
追
加
販
売
を
実
施
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。実
施
の
可
否
、時

期
、方
法
は
今
後
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
未
購
入（
１
回
目
）の
人
は
、お
早

め
の
購
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

販
売
場
所・期
間

吉
岡
町
商
工
会

９
月
30
日
㊌
ま
で

（
㊏・㊐・㊗
除
く
、午
前
９
時
～
午
後

５
時
）

※
販
売
状
況
に
よ
り
期
間
が
短
く
な

る
場
合
あ
り
。

 
使
用
期
間

10
月
31
日
㊏
ま
で

 

購
入
方
法

次
の
も
の
を
販
売
場
所
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

▲国保離脱の手続き
はこちらから

▲詳しくは町ホーム
ページをご覧くだ
さい
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空
き
家
を
保
有
す
る
人
へ

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

老
朽
危
険
空
家
除
却
支
援
事
業
補
助
金

吉
岡
町
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
補
助
金

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
額

　
１
ｍ
当
た
り
２
万
円
ま
た
は
除
却

費
用
の
３
分
の
２
の
低
い
方（
上
限

20
万
円
）

▼
申
請
期
限　
12
月
28
日
㊊

※
申
請
は
開
庁
時
間
に
限
り
ま
す
。

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
、受
け
付

け
を
終
了
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26・２
２
７
８（
直
通
）

▼
申
請
期
限　
11
月
30
日
㊊

※
申
請
は
開
庁
時
間
に
限
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26・２
２
７
８（
直
通
）

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
な
ど
に
よ
る

人
命
被
害
を
減
ら
す
た
め
、危
険
な

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却
費
を
一
部
補
助

し
ま
す
。

※
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
新
た
に
造
る
工
事

部
分
は
補
助
金
対
象
外
で
す
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀・

工
事

　
国
、県
、町
が
管
理
す
る
道
路
の
う

ち
緊
急
輸
送
道
路
ま
た
は
小
学
校
指

定
通
学
路
沿
い
に
あ
る
も
の

※
詳
し
い
対
象
条
件
に
つ
い
て
は
お

　

老
朽
化
に
よ
り
倒
壊
な
ど
の
恐
れ

の
あ
る
空
き
家
を「
老
朽
危
険
空
家
」

と
認
定
し
除
去
工
事
費
を
補
助
し
ま

す
。

▼
対
象

　
町
内
に
老
朽
危
険
空
家
を
所
有
す

る
個
人
ま
た
は
そ
の
法
定
相
続
人

▼
募
集
戸
数　
１
戸（
先
着
）

▼
補
助
金
額　
除
却
工
事
費
の
５
分

の
４（
上
限
額
50
万
円
）

定例教育委員会の傍聴

教育委員会事務局 教育総務室
☎26-2285

●日時　6月17日㊌ 9：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人

〈問い合わせ先〉

※当日直接会場へお越しください。
　なお、日時が変更になる場合も
　あります。 ▲町ホームページ

まちの花

無料税務相談（要事前予約）
７月７日㊋
13：30～16：00
役場２階　第１会議室

・期 日
・時 間
・場 所
・問い合わせ先
税務会計課 税務室 ☎26-2237（直通）
※相談時間については３０分を目安に受け付けさせていただ
　きますが、相談内容により時間が前後する場合があります。

ブロック塀の
安全点検をしましょう

　ブロック塀が老朽化してひびや傾き
は出ていませんか。
　定期的に点検を行いましょう。
▶詳しくは、町ホームページをご確認

ください。
問い合わせ先
建設課 都市建設室　☎２６-２２７８

水路に草やごみなどを
流さないでください

　草刈りの季節になりました。水路への
草やごみの流入は、氾濫被害や断水の
原因となり、近隣住民や農業者に多大
な迷惑をかけてしまいます。水路を詰ま
らせないよう十分注意してください。
▶︎問い合わせ先
　建設課 用地管理室
　☎２６-２２７９（直通）

▲詳しくは町ホーム
ページをご覧くだ
さい


